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平成３１年度に向けた利用定員の拡充について 

 

１．待機児童の現状 

  
平成２９年 平成３０年 

４月１日 １０月１日 ４月１日 １０月１日 

待機児童数 

（うち低年齢児） 

 

市全体 
 ５４人 

 （５２人） 

 １３２人※ 

（１２９人） 

 ３３人 

 （３２人） 

１４０人 

（１３９人） 

第１ブロック 
 ２８人 

 （２６人） 

 ５９人 

 （５７人） 

 ３１人 

  （１人） 

 ８４人 

 （８３人） 

第２ブロック 
 １６人 

 （１５人） 

 ３７人 

 （３７人） 

  ２人 

  （２人） 

 ３９人 

 （３９人） 

第３ブロック 
 １０人 

 （１０人） 

 ３５人 

 （３４人） 

  ０人 

  （０人） 

 １７人 

 （１７人） 

入園待ち児童数 

（上記の待機児童数を含む） 
市全体 

１６７人 

（１５０人） 

３９１人 

（３７３人） 

１５８人 

（１４６人） 

５３３人 

（５００人） 

  ※H29.10.1 待機児童数 132 名には広域入所希望１名を含む。 

 

〔H30.10.1 時点 保育提供枠の不足数〕 

   第１（北部）ブロック ２６６名 ／第２（中部）ブロック １４１名 

   第３（南部）ブロック １２２名 

  

資料１ 
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２．平成３１年度における拡充について 

 ・認可保育園について 

昨年度からの計画通り、第１（北部）ブロックに３園の私立保育所が開園予定である。 

 ・地域型保育事業所について 

  平成３０年１０月１日の待機児童数が、昨年度の同時期に比べて８名の増となった。ブロ

ック別の内訳を見ると、まだ第１ブロックと第２ブロックで増えているため、計画では地域

型保育所の設置による利用定員の拡充を第２ブロックのみで図るものとしていたが、第１ブ

ロックおよび第２ブロックで設置を行うものとした。 

  

（１）第１ブロック 

   【認可保育園】 

    ①（仮称）日の本第二保育園（松原町）の新設 

      定員   ９０名 

      設置者  社会福祉法人 日の本福祉会 

      園の概要は５頁参照 

    ②たいすいノース保育園（川北一丁目）の新設  

      定員   １２０名 

      設置者  社会福祉法人 博秀会 

      園の概要は７頁参照 

    ③よっかいちひばり保育園（西大鐘町）の新設 

      定員   ６０名 

      設置者  社会福祉法人 宏育会 

      園の概要は９頁参照 
 

   【地域型保育事業施設】 

    ①Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ のだ園（野田一丁目）の開設 

      定員   １９名 

      設置者  株式会社クロスロード 
 

   上記により、平成３１年度当初の不足分を解消する見込み。 

 

（２）第２ブロック 

   【地域型保育事業施設】 

    ①Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ うのもり園（鵜の森一丁目）の開設 

      定員    １９名 

      設置者   株式会社クロスロード 

    ②キッズガーデンいずみ（中川原一丁目）の開設 

      定員    １２名 

      設置者   社会福祉法人 一二三会 
 

   上記により、平成３１年度当初の不足分を解消する見込み。 
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＜参考＞平成３０年度地域型保育事業施設の現状 

（単位：人） 

類型 施設名 
ブロック 

（所在地） 
定 員 

児童数

（※１） 
対象年齢 

小規模 

保育事業 

（Ａ型） 

まちなかフジ保育園 
第２ブロック 

（西新地） 

１２ 

１３ 
０歳児～

２歳児 

たいすいキッズ・ステーシ

ョン 

第２ブロック

（浜田町） 
１３ 

１歳児～

（※２）

２歳児 

とまり丘保育園 
第３ブロック 

（大字泊村） 
１４ 

１歳～ 

２歳児 

小規模 

保育事業 

（Ｂ型） 

キンダーガルテン 

イオン四日市北園 

第１ブロック 

（富州原町） 
１９ ２４ 

０歳児～ 

２歳児 

きっずはうす ココロン 
第１ブロック 

（羽津中一丁目） 

１２ 

１４ 

ちびっこハウス 

あかほり園 

第２ブロック 

（赤堀二丁目） 
２０ 

キッズ・ティアラ 
第２ブロック 

（鵜の森一丁目） 
１４ 

つぼみ保育園 
第３ブロック 

（小古曽二丁目） 
１３ 

にじいろランド四日市園 
第１ブロック 

（蒔田四丁目） 
１４ 

山口堂保育園 
第３ブロック 

（日永四丁目） 
１５ １４ 

もりのくに国際幼保園 
第１ブロック 

（大矢知町） 
１２ １６ 

１歳児～

（※２） 

２歳児 

事業所内 

保育事業 

（※３） 

社会福祉法人永甲会かす

み園      

第１ブロック 

（白須賀一丁目） 

１２ 

（４） 

１７

（６） 

０歳児～ 

２歳児 

スマイルキッズルーム 

 

第２ブロック 

（ときわ一丁目） 

８ 

（４） 

よっかいち ひばり保育

園 

第１ブロック 

（西大鐘町） 

８ 

（８） 

１４施設 １７８ ２００  

※１．児童数は平成 30年 12月時点 

※２．１歳児＝4 月 1日時点で 1歳になっている子ども 

※３．事業所内保育事業の定員・児童数の下段（ ）書きは地域枠の人数 
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＜参考＞条例について 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の制定に伴い、平成２７年度

から子ども・子育て支援新制度が施行されている。 

この新制度により、従来の認可保育所（定員２０人以上）の枠組みに加え、新た

に市の認可事業として、地域型保育事業と称する類型を設け、「四日市市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」を平成２７年４月から施行して

いる。その条例に基づき、以下の４類型の事業の認可事業を行っている。 

〔４類型〕家庭的保育事業  （利用定員５人以下）  

小規模保育事業  （利用定員６人以上１９人以下） 

居宅訪問型保育事業（利用定員１人） 

事業所内保育事業 （利用定員１人以上） 

 

 

 

あ 

【新制度における地域型保育事業の位置付け】

１９人

６人

５人

１人

事業所の従業員の子ども

地域の保育を必要とする

子ども（地域枠）

保育者の居宅その他の場所、施設 保育を必要とする

　　（右に該当する場所を除く） 　 子どもの居住 ＋

「小規模保育」 Ａ型（６～１９人）

Ｂ型（６～１９人）

事業主体 :                 Ｃ型（６～１０人）

市、民間事業者等

「家庭的保育」

事業主体 : 市、民間事業者等

「居宅訪問型保育」
事業主体

：市、民間事業者等

「事業所内保育」
事業主体

：事業主等

小規模型（19人以下）

保育所型（20人以上）

認

可

定

員

保育の実施場所等

定員１人
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